
一般財団法人 日本医療教育財団

ＪＭＩＰ
＜外国人患者受入れ医療機関認証制度＞

認証の意義と活用事例
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Ⅰ．ＪＭＩＰの概要
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ＪＭＩＰの概要

ＪＭＩＰ ＜外国人患者受入れ医療機関認証制度＞

        （ Japan Medical Accreditation for International Patients )

◆ 国内の医療機関における外国人患者の受入れ体制を評価し、

 認証する制度

◆ 厚生労働省事業により構築され、日本医療教育財団が認証機関

 として運営を継承

ジェイミップ
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ＪＭＩＰの概要

【JMIPホームページ】 https://jmip.jme.or.jp/
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ＪＭＩＰの概要

認証制度の

目的

外国人が安心・安全に国際的に高い評価を得ている

日本の医療サービスを享受することができる体制を構築する

有効期間 ： ３年間

※更新審査による認証更新が可能

＜対象となる第三者認証＞ ※いずれか一つ

   ①  病院機能評価
   ②  Accreditation Standards For Hospitals (JCI)
   ③  ISO  9001 / 14001
   ④  臨床研修評価
   ⑤  人間ドック健診施設機能評価

対象医療機関

認証期間

第三者機関による認証によって

医療施設機能が評価されている病院
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ＪＭＩＰの概要

ＪＭＩＰにおける外国人の定義

■在留 日本国内に在住している外国人

■訪日 ・観光、ビジネス等で日本を訪れた外国人

・医療目的や健診目的で日本を訪れた外国人

ＪＭＩＰでは、すべての外国人が

医療機関を受診するケースが対象

在留・訪日を問わず、すべての外国人を対象とする。
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ＪＭＩＰの概要

ＪＭＩＰ認証病院数 ： 69 施設 （2024年8月末時点）

ＪＭＩＰでは、すべての外国人が
医療機関を受診するケースを対象としている
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厚生労働省・観光庁 連名

JMIP認証取得の協力に関する事務連絡 （2024年5月22日付発信）

※日本医師会、四病協、各都道府県宛通知

ＪＭＩＰの概要
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ＪＭＩＰ認証取得までの流れ

受審申込み

契 約 締 結

書 面 調 査

訪 問 調 査

審 査

認 証

JMIPホームページ上の受審申込みフォームから申込み

受審病院と当財団との間で契約を締結

提出書類による調査を実施

認定調査員（サーベイヤー）の訪問による調査を実施

認証審査会による最終審議

【認証】 ※審査結果に問題がある場合は「認証留保」

訪問調査の希望月を申請 （4ヵ月後～1年1ヵ月後の間）

病院の都合をもとに訪問調査の日程を調整

訪問調査の2ヵ月前～1ヵ月前にデータにて提出

2日間にわたり病院内で調査を実施

訪問調査の3ヵ月後を目途に開催

ＪＭＩＰの概要

最
短
4
ヵ
月 

～ 

（最
長
1
年
1
ヵ
月
）

3
ヵ
月
程
度 
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１．受入れ対応 ２．患者サービス ４．組織体制と管理３．医療提供の運営 ５．改善に向けた取り組み

１２の大項目

外国人患者受入れに係わる５つの領域（分類）

【1.1】
外国人患者に関す
る情報収集と受入
れ体制

【1.2】
医療費の請求や支
払いに関する対応

【2.1】
通訳（会話における
多言語対応）体制の
整備

【2.2】
翻訳（文書での多言
語対応）体制の整備

【2.3】
院内環境の整備

【2.4】
患者の宗教・習慣の
違いを考慮した食事
への対応

【3.1】
外国人患者への医
療提供に関する運
営

【3.2】
説明と同意
（インフォームドコン
セント）

【4.1】

外国人患者受入れ
に関する議論と担
当者の配置

【4.2】
安全管理体制

【5.2】
外国人患者の満足度
向上への取り組み

【5.1】

院内スタッフへの教育・
研修

ＪＭＩＰ 評価項目（Ver.3.0）

ＪＭＩＰの概要
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評価項目（Ver3.0） 

…運用面を含めた外国人患者受入れ体制を評価

⦿ 医療安全の重視

⦿ 宗教・習慣等への配慮

⦿ 通訳の適正利用

ＪＭＩＰの概要

⦿ 改善・質の向上のためのＰＤＣＡサイクル

＜主なポイント＞
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ＪＭＩＰの概要

評価項目の基準に沿って体制整備

・ＪＭＩＰ事務局によるフォロー、サポート

・病院による自己評価

■ 書面調査

■ 訪問調査 https://jmip.jme.or.jp/doc.php

＜受審に関する資料＞
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ＪＭＩＰの概要

＜認証されると＞

⦿ ＪＭＩＰ認証書、シンボルマークの付与

⦿ ＪＮＴＯ（日本政府観光局）Ｗｅｂサイト、

  「外国人患者を受け入れる拠点的な

医療機関リスト」等 による外部発信

⦿ 各都道府県（自治体）、

全国の宿泊施設等への情報提供
（ホテル・旅館）
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Ⅱ．認証取得の意義
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認証取得の意義

① 外国人患者受入れ体制整備に関する
客観的な評価が得られ、信頼性が向上する

⦿ ＪＭＩＰの認証を得ることで、体制整備の客観的な評価が

  得られ、第三者的に認められる

・外国人患者の受入れ体制が整備された医療機関で

  あることが幅広く認識される

・患者や地域の関係各所からの信頼性向上につながる
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認証取得の意義

在留外国人コミュニティ

地域の病院・クリニック

訪日外国人旅行者

各都道府県（自治体）

地域の消防・救急 周辺のホテル・旅館

各所への認知度向上、信頼性向上
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② 病院全体でＪＭＩＰ受審に取り組むことで
対応の統一化・円滑化、体制強化につながる

⦿ ＪＭＩＰの受審に病院全体で取り組むことで、

院内全体で体制整備を行うという機運が高まるとともに

  外国人患者対応の統一化・円滑化を図ることができる

・外国人患者対応の人的負担軽減、対応時間削減につながる

・各部門で対応ノウハウが蓄積され、院内全体での

体制強化につながる

認証取得の意義
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認証取得の意義

受付・会計 診療部門 検査部門

看護部門 薬剤部門

■ 院内対応の統一化・円滑化 ■

■ 各部門での対応ノウハウの蓄積 ■

・人的負担軽減、対応時間削減
・院内全体での体制強化
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③ 外国人患者受入れに関するリスクヘッジで
『病院職員を守る』 ことにつながる

⦿ 外国人患者受入れに伴う特有のリスクに対して、

  ＪＭＩＰの受審を通して継続的に整備、議論、改善を

  行うことで、院内での対応力の向上・共有が進み、

  リスクヘッジになる

・トラブルを未然に防ぐ、トラブル発生時に適切に対処

 することにより、自院の職員を守ることにつながる

認証取得の意義
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＜外国人患者受入れに伴い想定されるリスク＞

■ 未収金の問題

■ ミスコミュニケーション（通訳過誤・患者誤認等）による

医療事故、訴訟問題

■ 文化・宗教・習慣の違いに基づくトラブル

認証取得の意義

ＪＭＩＰの評価項目に基づき継続的に整備、議論、

改善を行うことで、『自院の職員を守る』 ことが重要
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④ ＪＭＩＰ認証病院同士の情報交換、対応事例や
課題の共有ができる

⦿ ＪＭＩＰ認証病院のみが参加できるチャットルームや

  事務局のサポートによる病院間の仲介等により、

認証病院同士での情報交換、対応事例や課題の

共有を行うことができる

・他の認証病院との情報交換や最新情報の収集、

対応事例の共有によるノウハウの積み上げや、

課題の解決に向けた相談、教え合いの場を得られる

認証取得の意義
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ＪＭＩＰ認証病院限定 チャットルーム （イメージ）

認証取得の意義
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⦿ 患者や地域の関係各所からの信頼性向上

⦿ 院内対応の統一化、院内全体での体制強化

⦿ 外国人患者受入れに関するリスクヘッジ （自院の職員を守る）

⦿ 認証病院同士の情報交換、対応事例の共有、課題解決

認証取得の意義

以前から周辺に外国人が多く住んでいて

日常的に対応できているから問題ない・・・

体制整備の必要性は感じているが

認証を取るほどでは・・・

外国人患者が来ても

その場その場でなんとなく対応できている・・・

ＪＭＩＰ認証取得
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Ⅲ．認証病院の事例
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認証病院の事例

ＪＭＩＰ認証病院 ＜病床数別 割合＞

～199床
6%

200～299床
3%

300～399床
17%

400～499床
17%

500床～
57%

病床数別

～199床

200～299床

300～399床

400～499床

500床～
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認証病院の事例

ＪＭＩＰ認証病院 ＜法人別 割合＞

国立
13%

公立・公的
20%

医療法人
26%

社会医療法人・

社会福祉法人
19%

その他
22%

法人別

国立

公立・公的

医療法人

社会医療法人・

社会福祉法人

その他
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⦿ 通訳サービス導入

⦿ 医療文書翻訳

⦿ 院内表示多言語化

⦿ ホームページ多言語化

認証病院の事例

体制整備コストの軽減策

・翻訳アプリ、院内人材の活用

・ケースに応じた遠隔通訳等の導入

・厚労省「多言語説明資料」の活用

・優先順位付けと必要に応じた翻訳

・テプラシール等による対応

・院内の必要ポイントから整備着手

・情報を抜粋した簡易版から制作

・自動翻訳ツールでの翻訳も検討
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認証病院の事例

外国人患者に係る「未収金防止」の事例

◆ 診療に先立って概算費用を通知する方法がある。

◆ 外国人患者の未収金発生防止について検討している。

⦿ 「概算費用通知書」の準備・通知、通知したことの記録

⦿ 概算額と実際の請求額とは異なる場合がある旨を確実に伝える

⦿ 未収金が発生した場合の内容・経緯の記録、それをもとにした議論

⦿ 病院に適した未収金発生防止策や未収金軽減策を検討し、院内で共有
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認証病院の事例

外国人患者に対する自由診療の診療価格

10円
38%

15円
3%20～29円

39%

30円以上
16%

その他・不明
4%

自由診療の診療価格（1点あたり）

10円

15円

20～29円

30円以上

その他・不明

※2021年6月～2024年7月のＪＭＩＰ認証病院の現況調査表をもとに集計

＊ＪＭＩＰ認証病院の半数以上は、1点：20円～30円の設定で

経済面での対応を行っている
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認証病院の事例

通訳料・コーディネーター料の設定

⇒ 社会医療法人等で診療価格が1点10円しかとれない場合でも、

  通訳料・コーディネーター料の徴収は可能

＊【参考】 厚労省事務連絡「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」

 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000110785.pdf

＊病院により運用方法や料金設定は異なるが、

 外国人患者の受入れに伴い徴収する病院は増加傾向にある

・院内の医療通訳者による通訳を利用した場合

・病院が契約している電話通訳・遠隔通訳サービスを利用した場合

・院内の外国人患者受入れ医療コーディネーターが対応を行った場合 など



■ お気軽にお問い合わせください ■

＜日本医療教育財団  ＪＭＩＰ事務局＞

    ｊｉｇｙｏ＠ｊｍｅ.ｏｒ.ｊｐ
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● ＪＭＩＰ個別説明 （訪問・オンライン）

● ＪＭＩＰ評価項目・体制整備についてのご質問

● ＪＭＩＰ受審に関するご相談 など
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JMIPの認証取得を通して、

“病院職員が安心・安全に医療を提供できる”

“外国人患者が安心・安全に医療を受けられる”

体制の継続的な整備をご検討ください

一般財団法人 日本医療教育財団
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